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舞鶴市上下水道部公告第１８号  

  

次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、舞鶴市上下水道部契約規程（昭和 42年水

道部規程第 2号）により準用する舞鶴市契約規則（昭和 39年規則第 25号 以下「規則」とい

う。）第 3条に基づき公告する。  

  

 令和６年５月１０日  

                                         舞鶴市長 鴨田 秋津  

  

  

１．競争入札に付する事項  

（１）業務名  

可搬式排水ポンプ運転業務委託 

（２）委託内容  

可搬式排水ポンプ運転 一式 

（３）委託期間  

契約日翌日から令和６年１２月２７日まで  

  

２．契約を担当する部課等の名称 

舞鶴市上下水道部浸水対策課  

  

３．競争入札参加資格  

次に掲げる条件をすべて満たす者（単体企業又は共同企業体）で、４．に掲げる競争入札

参加資格の確認を受けた者のみが、この入札に参加できるものとする。  

共同企業体の場合は、２者（自主結成）の組合せとする。  

  

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者である

こと。  

（２） 申請書提出期限日から落札決定までの間において、舞鶴市入札参加停止に関する要綱

（平成 30年告示第 34号）に基づく入札参加停止（以下「入札参加停止」という。）の期

間中でない者であること。  

（３） 申請書提出期限日から落札決定までの間において、舞鶴市契約に係る暴力団等排除措置

要綱（平成 24年告示第 171号）に基づく入札参加等除外措置（以下「入札参加等除外措

置」という。）を受けていない者であること。  

（４） 申請書提出期限日以前６か月から落札決定までの間において、手形交換所で不渡手形若

しくは不渡り小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受け

た事実がある者でないこと。  

（５） 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条又は第 644 条の規定に基づく清算の開始、

破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条第 1 項又は第 19 条第 1 項の規定に基づく破

産手続開始の申立て、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく

更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基

づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、

更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。）でないこ

と。  

（６） 舞鶴市内に建設業法第３条の規定に基づく本店を有する者であること。  



 2 / 5  

  

（７） 令和６年度舞鶴市建設工事競争入札参加資格者のうち、公告日現在、「土木一式工事」の 

「Ａ等級」又は「Ｂ等級」に認定されている者であること。           

  

４．競争入札参加資格の確認の手続き等  

この入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書（様式１）（以下「申請

書」という。）に競争入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を添えて舞鶴市長に提出

し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。  

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争入札参加資格がないと認められ

た者は、本入札に参加できない。  

  

（１） 仕様書及び申請書等の入手方法  

競争入札に参加しようとする者は、仕様書、その他必要書類等を舞鶴市ホームページから

ダウンロードすること。  

（２） 申請書等の受付  

ア 受付期間 令和６年５月２１日（火）まで  

（土曜日及び日曜日を除く午前９時から午後５時まで） 

イ 受付場所 舞鶴市字北吸 1044番地 舞鶴市役所 舞鶴市総務部契約課 

ウ 提出方法 持参又は郵送による。 

郵送の場合は、受付場所に、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれ

かの方法によること。  

封筒表には、｢可搬式排水ポンプ運転業務委託申請書在中｣と記載すること。  

エ 提出書類  

①入札参加資格確認申請書（様式 1） 

②共同企業体協定書の写し【共同企業体の場合】  

③共同企業体協定書第８条に基づく協定書の写し【共同企業体の場合】  

④返信用封筒（第一種定型郵便物に住所及び氏名を記入し、８４円切手を貼ったもの）  

オ 提出部数は、各１部とする。  

  

（３） 競争入札参加資格の確認及びその結果の通知  

参加資格の確認の結果については、令和６年５月２２日（水）に通知する。  

  

（４） 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明  

ア 競争参加資格がないと認められた者は、当該通知の翌日から起算して３日（休日を含ま

ない。）以内に書面により、市長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明

を求めることができる。  

イ アの書面は舞鶴市総務部契約検査室契約課に提出(持参)するものとし、郵送又は電送に

よるものは受け付けない。  

ウ 説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以

内に書面により回答する。  

   

（５） 質問の受付  

設計図書等に対する質問がある場合には、次のとおり所定の様式により提出することと

し、書面は下記へファクシミリにより提出すること。  

ア 受付期限 

令和６年５月２１日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）。ただし、最終日は

正午まで 
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イ 質問宛先 

舞鶴市上下水道部浸水対策課  

ウ ＦＡＸ番号 

０７７３－６６－０５１０  

  

（６） （５）の質問に対する回答書は、競争参加資格が「有」と認められた者にファクシミリ

により送付する。  

 回答日 令和６年５月２２日（水）  

  

（７） その他 

ア 資料作成に要する経費は、提出者の負担とする。  

イ 提出された資料等は、返却しない。  

  

５．入札（開札）執行の日時及び場所等  

（１） 開札日時 

令和６年５月３０日（木） ９時１０分  

（２） 開札場所 

舞鶴市字北吸１０４４ 

舞鶴市役所 別館４階４１１会議室  

（３） 入札書の提出方法  

 持参 又は 郵送  

（４） 入札書類 

  次の書類をそろえること。 

   ・入札書（様式２）  

  ・競争入札参加資格があることを確認した旨の通知書又はその写し 

・委任状（市指定様式）【代理人による入札の場合】  

  

６．郵便による入札書の提出方法 

（１）入札参加者は５.(４)の入札書類を、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のい

ずれかの方法により、配達日指定として郵送すること 

（２）入札書類は二重封筒とし、表封筒に「可搬式排水ポンプ作業業務委託入札書在中」

と朱書きするとともに、中封筒に入札書類を入れ、封緘等の処理をすること。 

（３）入札書は、配達指定日必着。期日に届かない場合は、入札を辞退したものとみなす。 

（４）郵送にかかる費用は入札参加者の負担とする。 

（５）競争入札参加資格の確認を受けた後、入札を辞退する場合は、入札執行時までに入札辞退

届を郵送（この場合方法は問いません。）又は持参により提出すること。 

（６）入札書の送り先 

〒625-8555 舞鶴市字北吸 1044番地 

舞鶴市総務部契約検査室契約課 

（７）配達指定日 

令和６年５月２９日（水） 

 

７．入札金額  

落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１０ 
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０に相当する金額を入札書に記載すること。  

   

８．入札の中止 

入札者が１人に満たない場合は入札を中止する。  

  

９．再度入札  

入札において落札者がいない場合は、無効となった者を除き再度入札を行う。  

この場合、再度入札は１回までとし、開札日等はあらためて指定する。 

  

１０．落札者の決定  

舞鶴市契約規則第 15条の規定により作成された予定価格（非公表）の制限の範囲内で最低の

価格をもって申し込みをした者を落札者とする。  

  

１１．立会人 

開札には、入札参加者１者につき１名立ち会うことができる。ただし、本人又は法人の代表

者以外の者が立ち会おうとするときは、委任状（任意様式）を持参すること。 

立会人が２名に満たない場合は、当該入札事務に関係のない職員を１名以上立ち会わせて行

う。 

立会人は、開札結果の確認、くじ引きの際の手続等を行う。 

 

１２．くじ引き  

落札者となるべき同額の入札をしたものが複数いる場合は、くじ引きにより落札者を決定す

る。 

くじ引きは、くじを引くべき入札者がいずれも立会人として参加している場合(代表者若しく

は委任状を持参した代理人が参加している場合)は、その者がくじを引き、参加していない場

合は、入札担当職員と立会人が次の手順で行う。 

① 入札担当職員がくじ引き用紙にくじに参加する者の数と同数の直線を記入し、そのうちの

１枚に「落札」の表示（○印）をする。 

② 立会人のうちの１名が、①のくじの直線のそれぞれに 1 から順に任意に番号を付す。（こ

のとき、当該立会人には、「落札」の表示が分からないようにして行う。） 

③ 立会人のうち②の手続を行った以外の者のうちの１名が、くじ引きに係る入札書に１から

順に任意に番号を付す。（このとき、当該立会人には、入札者の名称等がわからないよう

にして行う。） 

④ 入札担当職員は、①と②で作成されたくじの番号と③で入札書に付された番号とを突合す

る。くじで「落札」の表示がされた直線に付された番号と同じ番号を付した入札書を提出

した者が落札者となる。 

⑤ 入札担当職員及び立会人の全員が、くじの結果を確認し、その証として当該くじ引き用紙

に各自署名する。 

  

１３．入札結果の連絡及び公表 

入札結果は、速やかに、落札者に電話で連絡するとともに、ホームページで公表する。 

 

１４．入札保証金 

免除する。  

  

１５．契約保証金  
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免除する。  

  

１６．入札の無効  

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

（２）虚偽の申請を行った者のした入札 

（３）公告等に示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

（４）入札者の記名押印のない入札 

（５）同一入札について同一の入札者によりなされた２以上の入札 

（６）金額その他重要な部分の誤脱のある若しくは不明な入札又は金額を訂正した入札 

（７）入札に関し連合等の不正行為をした者の入札 

（８）１通の封筒に複数の入札書を入れたもの 

（９）代理人が入札したもの 

（10）その他市長があらかじめ指定した事項に違反したもの 

  

１７．落札の取消  

（１） 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。  

（２） 落札者が、落札決定から契約締結日までの期間に、本市の入札参加停止又は入札参加等

除外措置を受けた場合若しくは３.(５)の申立てに該当することとなった場合は、当該

落札を取り消すものとする。  

  

１８．契約書の作成 

作成を要する。  

  

１９．違約金 

落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100分の 5相当額の違約金を徴収する。  

１７．(２)の入札参加等除外措置により当該落札を取り消す場合も同様とする。  

  

２０．問い合わせ  

業務の内容等不明な点については舞鶴市上下水道部浸水対策課（電話 0773-66-2077）、入札

に関することについては舞鶴市総務部契約検査室契約課（電話 0773-66-1065）まで問い合わ

せること。  



令和6年度　土木一式A等級及びB等級一覧　（五十音順）

業者名 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ
(株) アート 舞鶴市字小倉67-1 0773-62-1579 0773-64-7884
(株) 赤星工業 舞鶴市字和田294-5（１階） 0773-63-8220 0773-63-2222
東電気工事 (株) 舞鶴市字女布65-23 0773-76-7656 0773-77-1368
(株) アトラス 舞鶴市大字森小字大谷160 0773-75-1313 0773-75-1216
井木商事 (株) 舞鶴市大字小倉小字タコ田190 0773-62-1259 0773-62-8586
(株) 石田組 舞鶴市竜宮町4-4 0773-64-5206 0773-63-1080
(株) 伊藤組 舞鶴市字安岡1043番地 0773-62-1566 0773-62-1166
今村工業 (株) 舞鶴市上安東町2 0773-75-1641 0773-77-1470
浦川設備工業 (株) 舞鶴市字万願寺123 0773-77-5505 0773-77-5539
大機建設 舞鶴市字福来867-5 0773-77-1132 0773-77-1136
(株) 大滝工務店 舞鶴市字南田辺126-5 0773-75-3241 0773-75-4724
大山砕石 (株) 舞鶴市字喜多小字宮崎31-103 0773-76-3636 0773-77-1582
大山土木 (有) 舞鶴市愛宕上町4-5 0773-62-6330 0773-63-3451
岡安設備工業 (有) 舞鶴市字寺内16-4 0773-77-0155 0773-77-0151
(株) ガッツ 舞鶴市字上安536 0773-75-7783 0773-77-7781
(株) カモタ 舞鶴市字今田679-1 0773-77-1898 0773-75-7687
(有) 京新工業 舞鶴市字福来268番地 0773-77-0178 0773-76-9123
(有) 京都扇グリーン 舞鶴市字三日市978 0773-82-0840 0773-82-0551
(株) 京舞開発 舞鶴市字森小字白土291-1 0773-64-1405 0773-64-2135
(有) 倉橋興業 舞鶴市字行永2656-2 0773-64-6407 0773-64-6168
(株) 興星建設 舞鶴市字和田294-5 0773-66-1189 0773-66-1389
(株) 小谷工務店 舞鶴市八反田北町19-1 0773-62-0152 0773-62-0344
小山工業 (有) 舞鶴市字和田1186 0773-64-5552 0773-66-2040
佐伯工業 (株) 舞鶴市字倉谷小字杭ヶ坪1793 0773-76-6262 0773-76-2392
阪本建設 (有) 舞鶴市字上福井1702-1 0773-76-5179 0773-77-0830
櫻井工業 (株) 舞鶴市字余部下961-4 0773-62-7735 0773-62-9982
サン開発 (株) 舞鶴市字和江880 0773-82-0056 0773-82-0057
産和建設 (株) 舞鶴市愛宕中町1-9 0773-62-6800 0773-64-5581
(株) シグマ 舞鶴市字長浜547番地1 0773-63-3559 0773-63-2004
(株) シバタ工務店 舞鶴市字森231-1 0773-62-6402 0773-62-8596
シンコー開発 (株) 舞鶴市字伊佐津６５ 0773-76-4444 0773-75-4884
新和建設 (株) 舞鶴市北浜町4-1 0773-62-5521 0773-63-1802
(株) 瀬野工業 舞鶴市字福来1002-1 0773-75-2783 0773-75-2703
(株) 総進建設工業 舞鶴市行永東町35-5 0773-63-7878 0773-62-7878
(株) 大建 舞鶴市字溝尻153-3 0773-63-3555 0773-63-3555
鯛建設 (有) 舞鶴市字余部下960 0773-63-5138 0773-62-7139
(株) ダイコウ建設工業 舞鶴市字福来65-1 0773-75-2577 0773-75-0077
大正建材 (株) 舞鶴市字伊佐津65 0773-75-0002 0773-75-1961
大進工業 (株) 舞鶴市田中町21-1 0773-62-0058 0773-62-9810
(株) 大雄工業 舞鶴市行永東町16-2 0773-63-6684 0773-64-0965
(有) 高嶋建設 舞鶴市愛宕上町4-5 0773-62-6588 0773-63-3451
(株) 滝口工務店 舞鶴市字伊佐津339番地1 0773-75-1302 0773-75-1304
(株) 田中工務店 舞鶴市字倉谷1016番地 0773-75-2227 0773-77-1667
谷口建設 (株) 舞鶴市字岡田由里955-2 0773-83-0065 0773-83-0261
(有) 谷田工営 舞鶴市字行永2410-30 0773-62-2951 0773-62-2952
ツバサ工業 (株) 舞鶴市字市場26 0773-66-0414 0773-66-0403
鶴美建設 (株) 舞鶴市字市場202番地36 0773-63-3131 0773-64-0157
(株) テクノ 舞鶴市字福来268 0773-75-1153 0773-76-9123
(株) 東舞重機工業 舞鶴市字大波下200番地6 0773-60-6300 0773-60-6900
(株) 常盤 舞鶴市字伊佐津65 0773-75-2000 0773-75-4884
(株) 豊原工業 舞鶴市溝尻中町１０－１ 0773-66-2076 0773-66-2032
(株) 永田建設 舞鶴市愛宕中町9-14 0773-63-2050 0773-63-3116
永野建設 (有) 舞鶴市字志高1012 0773-83-0114 0773-83-0554
西口工業 (株) 舞鶴市字福来996-1 0773-76-3738 0773-75-6528
(株) ニシムラ 舞鶴市字喜多小字新宮1048-15 0773-75-1588 0773-76-8735
日建土木 (株) 舞鶴市字南田辺146-2 0773-77-1600 0773-77-1603
(株) 原田組 舞鶴市字和田小字クリワキ848 0773-62-0832 0773-62-1022
(株) B・ウィング 舞鶴市字市場26　２F 0773-66-2122 0773-66-2123
(有) 菱田組 舞鶴市字志高661-1 0773-83-1036 0773-83-1037
(株) 藤岡組 舞鶴市字余部下42-9 0773-62-7300 0773-64-4348
古川建設 (株) 舞鶴市字溝尻小字長谷山1-33 0773-64-5457 0773-62-5430
(株) ホクタン建設工業 舞鶴市田中町48-10 0773-64-4000 0773-64-4000
北都開発 (株) 舞鶴市字京田17-1 0773-77-1806 0773-77-2917
(株) マイベイ 舞鶴市字森220-40 0773-62-4636 0773-62-6188
(有) 丸山土木 舞鶴市八反田北町3番地3 0773-62-7130 0773-62-7130
(株) 水嶋工業 舞鶴市大字森小字大谷160 0773-75-5155 0773-77-0030
雅工業 (株) 舞鶴市字堀28-6 0773-76-6115 0773-76-5020
(有) 本成建設 舞鶴市字浜133 0773-63-0242 0773-64-0310
(有) 山内道路 舞鶴市竜宮町1-8 0773-66-2214 0773-63-3812
(株) ヤマテック 舞鶴市字吉坂寺屋敷105-6 0773-64-6088 0773-64-6294
(株) 友興 舞鶴市字下安久1013-27 0773-76-5166 0773-76-5181


